
1 

 

ヘイトスピーチのない社会の実現のために行動する宣言 

 

１ 人種ないし民族的出身などに基づく社会的少数者に対する偏見・憎悪・嫌

悪の感情等を主な内容とする差別的言動（いわゆるヘイトスピーチ）は、対

象とされた人々の個人の尊厳（憲法第１３条）、法の下の平等（憲法第１４条）

等の基本的人権を著しく侵害するものであるばかりか、これを放置すると攻

撃対象とされた人々に対する社会的な差別、偏見、憎悪、暴力等を助長しか

ねない、絶対に許されないものである。 

２ しかし、我が国では、長くヘイトスピーチに対する対応がなされておらず、

その対応の不十分さについて、国際的にも批判を受けていたところである。 

このような国際的な動向もあって、２０１６年（平成２８年）６月、「本邦

外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する

法律」（いわゆるヘイトスピーチ解消法）が制定された。 

３ 同法に対しては、その性質や限界などについて種々の批判もあるものの、

ともあれ、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」が我が国において許さ

れないものであることを宣言し（前文）、これを解消すべきことが国及び地方

公共団体の責務であることを明らかにした点（第１条）では大きな意義のあ

るものであった。 

 しかし、遺憾なことに、同法施行後も我が国ではヘイトスピーチが続いて

いる。間もなく同法が施行後６年となるが、状況は変わっていないばかりか、

市中での街宣行動や、インターネット上でのヘイトスピーチが横行している。 

４ 福岡県内においても、在福岡大韓民国総領事館前、在福岡中華人民共和国

総領事館前等、また、天神等の繁華街や駅前等において、ヘイトスピーチに

あたりうる表現行為が平然となされ続けている。 

また、インターネットの動画サイト上に、前記の街頭におけるヘイトスピ

ーチ等を内容とする投稿が組織的になされている。 

福岡県は、歴史的な諸事情やアジア諸国と近接しているという地理的な面

から、異なるルーツを持つ市民が多く共生している地域であり、県内におけ

る実状に照らしてヘイトスピーチを根絶すべき要請は大きい。 

５ それにもかかわらず、当会はこれまでこの問題に正面から取り組んできた

とは言えず、このことは大いに反省しなければならない。 
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また、目を外に転じても、福岡県内には例えばヘイトスピーチに対する実

効的な施策としての条例を定めている自治体は未だなく、十分な対策がなさ

れているとは言えない実情にある。 

全国的な状況を見れば、表現の自由に配慮しつつ、公の施設を利用してヘ

イトスピーチがなされる場合における施設利用の規制に関する条例やガイド

ラインを制定し、第三者機関を置くなどの取り組みを行っている自治体も存

在していることを考えれば、福岡県内の自治体の取り組みの遅れは、看過で

きない。 

６ そこで、当会は、上記反省の上に立って、次の通り宣言する。 

⑴ 異なるルーツを持つ市民が、共に安心し、平穏なる生活が営めるよう、ヘ

イトスピーチ問題を対象とする法律相談体制をより充実させる等、ヘイトス

ピーチによる被害の予防・救済のための法的支援の活動を進めていく。 

⑵ 福岡県内におけるヘイトスピーチを根絶するために、いかなる方策によるこ

とが実効的であるのかについて、表現の自由に配慮しつつ、具体的検討を進め

ていく。 

⑶ 福岡県及び福岡県内の自治体に対しても、多文化共生の理念を尊重し、ヘ

イトスピーチを根絶するための実効的な方策をとるよう求め、その実現のた

めに、連携した取り組みを行っていく。 

 

２０２２年（令和４年）５月２７日 

 

     福岡県弁護士会       
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宣言の理由 

 

１ ヘイトスピーチが絶対に許されないものであること 

わが国では２００９年（平成２１年）１２月、京都朝鮮第一初級学校に隣

接する児童公園を利用して上記学校に対し、「朝鮮学校を日本から叩き出せ」

等の怒号をもって誹謗中傷する内容の抗議・街宣をするいわゆる「京都朝鮮

第一初級学校事件」が発生した。 

また、２０１０年（平成２２年）頃以降、東京都の新大久保や大阪市の鶴

橋等で頻繁に反韓デモが実施された。そこでは「韓国人は日本から出ていけ」

「ゴキブリ朝鮮人を追い出せ」「韓国人を殺せ」「鶴橋大虐殺を実行しますよ」

「実行される前に自国に戻ってください！」等、在日韓国人、在日朝鮮人を

誹謗中傷し、嫌悪、排撃することを扇動するが如き表現が用いられた。 

このように、人種ないし民族的出身などに基づく社会的少数者に対する偏

見・憎悪・嫌悪の感情等を主な内容とする差別的言動（いわゆるヘイトスピ

ーチ）は、攻撃対象とされた人々の個人の尊厳（憲法１３条）、法の下の平等

（憲法１４条）等の基本的人権を著しく侵害するものであり、これが横行す

るときは攻撃対象者に対する社会的な差別、偏見、憎悪、暴力等を助長する

ものであり、絶対に許されないものである。 

しかし、我が国では、長くヘイトスピーチに対する対応がなされてこなか

った。その対応の不十分さについて、２０１４年（平成２６年）７月に国連

自由権規約委員会から、同年８月には国連人種差別撤廃委員会から勧告を受

けていたところであった。 

２ ヘイトスピーチ解消法（２０１６年）の制定 

（１）制定経緯について  

ヘイトスピーチが社会問題化する中で、２０１３年（平成２５年）以降、

国会においても度々議論がなされ、法制化の検討がなされていたが、２０１

６年（平成２８年）５月２４日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組の推進に関する法律」（いわゆる「ヘイトスピーチ解消

法」）が成立し、同年６月３日の公布日から施行された。 

同法制定の背景としては、①当時、ヘイトスピーチを伴う街頭宣伝活動が

各地で公然と行われ、またその様子がインターネットで広められていたこと、
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②２０１４年（平成２６年）８月に、人種差別撤廃委員会が、日本政府に対

し、人種差別的ヘイトスピーチやヘイトクライムから保護する必要のある社

会的弱者の権利を擁護する重要性を喚起し、増悪及び人種差別の表明、デ

モ・集会における人種差別的暴力及び増悪の扇動にしっかりと対処するよう

等の勧告を出したこと、③京都朝鮮第一初級学校事件の民事訴訟において、

同年１２月９日、最高裁判所が被告らの上告を棄却し、名誉毀損と業務妨害

を認めて加害者側に損害賠償を命じた判決が確定したこと等があった。 

（２）問題点 

もっとも、同法については、主に①対象が、「本邦外出身者」への不当な

差別的言動に限定されているため、本法内出身者が含まれない点、②対象

となる「本邦外出身者」も「適法に居住するもの」に限定されている点に

問題があると指摘されている。 

さらに、同法はいわゆる理念法であり、具体的な規制や手続について定

めているものではないため、十分な対策とは言えないとの批判がなされて

いる。 

国際的にも、２０１８年（平成３０年）８月、国連人種差別撤廃委員会

は同法の施行を歓迎しつつも、同法の適用範囲が狭く、また、同法施行後

も我が国でヘイトスピーチが続いていることを踏まえ、同法の改正等を内

容とする勧告を行っている。 

このような状況下で、全国でヘイトスピーチは続けられている。 

３ 福岡県内でのヘイトスピーチ問題の現状 

（１）福岡県内の在留外国人数、歴史的・地理的経緯 

福岡県は、アジア諸国と近接しているという地理的な面から、大陸から

の文化を積極的に受け入れ、中国や朝鮮半島の人々などとの交流によって

発展してきたという歴史的な経緯が存在する。 

そして、２０２０年（令和２年）１２月末の在留外国人統計によると、

福岡県には８万１０７２人（全国の都道府県で９番目の人数）の在留外国

人が暮らしており、異なるルーツを持つ市民が多く共生している。 

とりわけ、同統計によると、福岡県内には１万１２６５人の特別永住者

が暮らしており、これは大阪府、東京都、兵庫県、愛知県、京都府、神奈

川県に次ぐ全国７番目の人数である。 

また、同統計によると、国籍・地域別でも、福岡県内には、韓国・朝鮮
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の人が１万５８６２人暮らしており、これは、大阪府、東京都、兵庫県、

愛知県、神奈川県、京都府、埼玉県、千葉県に次ぐ全国９番目の人数であ

る。 

これには、福岡県には、戦前多くの炭鉱があり、そこでは多数の朝鮮半

島出身者が働いていたこと、終戦時、博多港は、在日コリアンが朝鮮半島

へ引き揚げる港の一つとなっており、朝鮮半島に近いために多くの在日コ

リアンが集まったという経緯がある。しかも、戦後の混乱等から朝鮮半島

に引き揚げず、そのまま福岡県にとどまった在日コリアンも多数存在して

いた。 

   さらに、福岡県内には、学校法人福岡朝鮮学園が設置・運営する学校と

して、北九州市八幡西区折尾に九州朝鮮中高級学校、北九州朝鮮初級学校、

同八幡付属幼稚園が、同市小倉北区に同初級学校小倉付属幼稚園が、福岡

市東区和白に朝鮮初級学校が存在し、広く九州に居住する在日コリアンの

子どもに対し民族教育を実施しており、また、福岡市内には広く山口、九

州（長崎を除く）、沖縄を管轄区域とする在福岡中華人民共和国総領事館、

九州・沖縄を管轄区域とする在福岡大韓民国総領事館が存在している。 

（２）ヘイトスピーチに関する実態調査 

以上のような状況を踏まえて、２０１６年（平成２８年）３月の平成２

７年度法務省委託調査研究事業によるヘイトスピーチに関する実態調査報

告書を見ると、２０１２年（平成２４年）４月から２０１５年（平成２７

年）９月までの間（４２か月）に福岡県で行われたヘイトスピーチを伴う

デモ・街宣活動は４９件にのぼっていた。この件数は、東京都、大阪府、

愛知県、北海道に次ぐ、広島県と同数で全国５番目に多い件数であった。 

そのため、ヘイトスピーチ解消法の成立以前においても、福岡県議会で

は２０１４年（平成２６年）１２月１８日に外国人等への差別助長いわゆ

るヘイトスピーチに対する取組の充実強化を求める意見書が、福岡市議会

では２０１５年（平成２７年）３月１６日にヘイトスピーチの根絶のため

の早急な対策を求める意見書が、北九州市議会では同年３月１１日にヘイ

トスピーチ対策を求める意見書がそれぞれ採択されている。 

しかし、福岡県内においてヘイトスピーチに対しカウンター等の抗議活

動を行っている団体によると、その後の２０１５年（平成２７年）１１月

から２０２１年（令和３年）７月までの間（６９か月）に福岡県で行われ
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たヘイトスピーチを伴うデモ・街宣活動は７８件（近隣県における件数を

加えると９１件）発生しており、ヘイトスピーチ解消法の施行後も福岡県

内におけるヘイトスピーチが決して解消されていない状況が存在する。 

２０２１年（令和３年）８月２６日、福岡法務局は、２０１９年（平成

３１年）３月１１日の九州朝鮮中高級学校近くで行われた、特定の政党の

選挙演説における「おまえらは日本から出て行けと言われて当たり前」、「朝

鮮人は危険です」などという発言を「ヘイトスピーチ」と認定している（但

し、人権侵犯の有無は不明確とされている）。 

（３）総領事館前等での抗議活動 

さらに、在福岡大韓民国総領事館前はもとより、福岡市内の在福岡中華

人民共和国総領事館前等においても、街宣車での大音量での抗議活動など

も行われており、その言動の中にはヘイトスピーチと見られるものが含ま

れている。 

前述のヘイトスピーチに関する実態調査報告書を見ても、２０１２年（平

成２４年）に、九州・沖縄地区において「支那人移民を一人残らず日本か

らたたきだせ」というテーマを掲げたデモ・街宣活動が行われたとされて

いるところであって、中国出身者に対するヘイトスピーチも問題となって

いる。 

全国的には、特に２０２０年（令和２年）、新型コロナウィルス感染症の

感染拡大で社会不安が広がる中で、沖縄県では「今入国しているチャイニ

ーズは歩く生物兵器かもしれない」などという街頭宣伝が行われたり、東

京都では同年６月にデモ行進内で行われた「新型コロナウィルス、武漢菌

をまき散らす支那人、今すぐ出ていけ」などの発言をヘイトスピーチと認

定したりしている。 

４ 地方自治体における取組みの状況 

（１）大阪市における取組みの状況 

大阪市では、２０１６年（平成２８年）１月１８日、「大阪市ヘイトスピ

ーチへの対処に関する条例」が施行された。 

同条例は、ヘイトスピーチ解消法に先だって制定された、ヘイトスピー

チに関する全国初の条例である。同条例におけるヘイトスピーチ解消法と

の比較による特徴は、対象が、本邦外出身者に対する言動に限定されない

こと、実効性確保の措置として、拡散防止措置、氏名等の公表がなされる
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ことがあるということである。 

２０１９年（令和元年）１２月２７日には、同条例に基づいてヘイトス

ピーチの実行者２名の氏名が全国で初めて公表された。同条例については、

憲法２１条１項などへの適合性が争われて住民訴訟が提起されたが、２０

２２年（令和４年）２月１５日、最高裁判所第三小法廷において、憲法２

１条１項に違反しない旨の判断がなされた。 

（２）川崎市における取組みの状況 

神奈川県川崎市では、２０１７年（平成２９年）１１月９日、「本邦外出

身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に

基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライン」が策定・公表された。 

２０１８年（平成３０年）５月３０日、公園内行為許可申請に対し「不

当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守る」という観点から、全国初の

不許可処分が行われた。その後、２０１９年（令和元年）１２月１６日、「川

崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が施行された。ヘイトスピー

チに対する禁止規定を設けるとともに、刑事罰を科しうるとした全国初の

条例である。 

（３）その他の自治体における取組みの状況 

上記のほか、東京都世田谷区（２０１８年）、東京都（２０１９年）、大

阪府（２０１９年）東京都国立市（２０１９年）、神戸市（２０２０年）、

宮崎県木城町（２０２１年）、愛知県（２０２２年）においてヘイトスピー

チに関する条例が制定されている。なお、香川県観音寺市では、２０１７

年６月２９日、観音寺市公園条例の改正によりヘイトスピーチが禁止行為

として規定され、違反した場合に５万円以下の過料を科すこととされてい

る。 

（４）福岡県内の自治体における取組みの状況 

一方、福岡県内では、ヘイトスピーチ解消法施行後、啓発ポスターの作

成等の活動のほか、福岡法務局による人権救済活動の一環としてのヘイト

スピーチ認定等が行われたことはあるものの、条例制定等を含む実効的取

り組みには未だ至っていない。 

５ 当会におけるヘイトスピーチ問題への取り組み状況 

（１）いくつかの取り組み 

   翻って当会の活動を顧みると、遺憾ながらヘイトスピーチ問題に正面か



8 

 

ら取り組んできたとはいえないが、それでも、この問題に関する取り組み

を全くしてこなかったというわけではない。人権擁護委員会への人権救済

申立事件としてヘイトスピーチに関する問題提起がなされ、個別的に検討

を行ったことは幾度かあった。また、２０１５年（平成２７年）には当会

の人権擁護委員会委員が多く参加する九州弁護士会連合会人権擁護委員会

において、西南学院大学の奈須祐治教授（憲法学）、京都第一初級朝鮮学校

襲撃の代理人を務めた具良鈺弁護士（大阪弁護士会）を招き、ヘイトスピ

ーチ問題の学習会を開催したことがあった。２０１９年度（令和元年度）

から福岡県からの委託を受けて実施している人権侵害に関する無料電話法

律相談、「ふくおか人権ホットライン」においてヘイトスピーチを含む人

権問題全般の相談に対応してきた。日弁連のヘイトスピーチ問題に関する

全国会議にも当会からも毎年人権擁護委員会の委員が参加している。 

（２）取り組みの不十分さと反省 

しかし、これまで当会内にヘイトスピーチ問題の専門的検討を行う組織

はなく、会としての声明等の意見を発出したことはなかったし、自治体に

実効的なヘイトスピーチ対策を求める前提としての、実効的なヘイトスピ

ーチ解消のための方策の検討もできていない。前記のふくおか人権ホット

ラインのほかに、ヘイトスピーチ問題に的を絞った法律相談会等を実施し

たこともなかった。 

このように当会のヘイトスピーチ問題に対する取り組みは、基本的人権

の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の団体としては不十分であっ

たと言わざるをえない。 

そして、県下において前記のようなヘイトスピーチの横行を招いている

現状を前に、私たちはこれまでの自らのヘイトスピーチ問題に対する対応

の不十分さを反省し、真摯にその事実と向き合う必要がある。 

６ 反省の上に立ち、これからとるべき対応 

  以上の反省を踏まえ、今後はヘイトスピーチ問題の解消のため、当会は、

法律家の団体として、以下述べるような具体的な取り組みを行っていく必要

があることを自覚し、本宣言を行うものである。 

（１）ヘイトスピーチによる被害の予防・救済のための法的支援の活動 

   前記のとおりヘイトスピーチは許されざる人権侵害である。 

   当会は、ヘイトスピーチによる被害者を救済するため、単に一般的な人
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権侵害に対する法律相談体制を整えるというにとどまることなく、ヘイト

スピーチ問題に対する法律相談体制を整えていく必要がある。 

   また、人権救済申立制度におけるヘイトスピーチ被害の救済にも尽力し

ていく必要がある。 

（２）ヘイトスピーチ解消のための実効的方策の具体的検討 

   県内の各自治体にヘイトスピーチ解消のための実効的な方策をとるよう

呼びかけて連携を図る前提として、まず、私たち自身が、行政による表現

活動の過度な規制とならないよう、また、健全な表現活動に対する萎縮効

果を生じさせることのないよう表現の自由に十分に配慮した上で、ヘイト

スピーチ解消のための実効的方策とはどのようなものであるのかにつき、

調査・研究を行い、具体的な検討を行っていく必要がある。 

（３）実効的な方策実施に向けた自治体との連携した活動 

 そして、ヘイトスピーチ解消のための実効的な方策の具体的検討を行う

だけでなく、検討結果を踏まえ、県内の各自治体と連携し、実効的な方策

の実現に向けた活動を行っていくことが必要である。 

以上 


